
『令和８年度 事業計画』 

＜基本方針＞  

医療政策に関する協議・検討並びに静岡県病院学会及び各部門の研修会開催、会員や県

民への医療情報の提供等を引き続き実施するとともに、現在の医療における重要課題である

①地域医療構想実現のための対応 ②医師・医療従事者の働き方改革への対応 ③医師の確

保並びに地域偏在及び診療科偏在対策 ④看護師・薬剤師など医療従事者確保対策⑤新感染

症への対応及び⑥病院経営の改善・向上対策に重点的に取り組む。 

また、①から③の「地域医療構想」「医師・医療従事者の働き方改革」「医師偏在対策」は、

三位一体で推進するとの国の方針を受け、当協会においては、当協会役員のほか、浜松医科

大学・静岡県医師会・静岡県立病院機構・静岡県健康福祉部（以下「県」という。）の出席に

よる地域医療専門家会議を開催し、これら３事項の相互連関性を踏まえた基本的な対策につ

いて議論を行う。 

 

各重点的取組事項について 

① 地域医療構想実現のための対応は、地域医療専門家会議において、病院間の連携による

診療科の集約化など医療機能の分化・連携の促進、地域による医療格差是正のための医

療ＤＸの推進など、静岡県の今後の医療のあるべき姿について議論を行う。 

② 医師・医療従事者の働き方改革への対応は、当協会が運営する「静岡県医療勤務環境改

善支援センター」のさらなる充実強化を図り、医師の時間外労働上限規制への対応や、

タスクシフト・タスクシェアの推進など、県内医療機関の勤務環境改善の取組への支援

を行う。特に、特定労務管理対象機関（Ｂ・Ｃ水準医療機関）について、医師の時間外

労働時間短縮計画の目標達成に向け、重点的に支援を行っていく。 

③ 懸念事項であった医師確保並びに医師の地域偏在と診療科偏在対策のうち、本県の医師

の総数は、県行政の取組みが奏功し、着実に増加し医師不足は緩和されつつある。しか

し、医師の診療科や地域の偏在は依然として未解決のままである。人口減少社会の進展

による地域の医療需要の変化も見据え、幅広い診療能力がありトリアージができる臨床

医（病院総合診療医）の育成などについて、医師のキャリアップも考慮し、引き続き、

静岡県医療対策協議会医師確保部会、県、浜松医科大学と連携して検討を行う。 

④ 看護師・薬剤師など医療従事者確保対策は、働き方改革の影響に加え、看護師について

は、ライフスタイルの変化などを見据える必要があり、退職者の活用などにも配慮する。

病院薬剤師については、医薬分業の急拡大による新卒者の確保難などにより、不足が顕

著になっていることから、確保・定着策について魅力ある情報発信に努め、県が実施す

る県内病院合同での学生向け就職説明会開催や病院紹介・採用情報等発信に積極的に協

力する。 



⑤ 新型インフルエンザ等感染症や新感染症等への対応は、静岡県感染症対策連携協議会病

院部会を有効に活用し、静岡県感染症管理センターを中心として関係機関が有機的に迅

速に対応できるよう、発生から感染拡大までの各段階における県、保健所、各医療機関

等の役割、特に感染拡大時の司令塔機能強化について、明確化された。今後、新たな感

染症が発生した際には、その影響を最小限に抑えられるよう、平時の対策強化に努めて

いく。 

⑥ 県民の健康保持・増進は当協会の使命のひとつであり、その根幹となる病院の経営環境

を整えることが安定した地域医療の提供には必須である。そのため、会員病院の経営状

況の把握に努めるとともに、新たな地域医療構想を見据えた病院経営の改善・向上の参

考となる研修会を開催する。また、県や県議会を通じて、国に対し、病院経営に対する

支援策を講じるよう要望する。 

 

＜事業計画＞ 

Ⅰ 医療水準の向上と県民の健康保持・増進を目的とした事業（公益事業） 

１ 病院及び医療従事者の医療の質並びに医療安全、災害医療等の資質の向上に関する

研修会の開催及び調査研究事業、並びにこれらの事業に関する行政機関からの受託事

業               〔定款第４条第１号及び３号に掲げる事業〕 

（１）静岡県病院学会等による医療の質の向上や質の高い医療サービスの提供 

                        【学術・教育研修部会】 

①静岡県病院学会 

・直面する医療課題の中からテーマを取り上げ、基調講演及びシンポジウム方

式による静岡県病院学会を開催 

②静岡県地域医療支援センター事業の情報発信 

・静岡県の医師確保や医師のキャリア形成のため静岡県が設置した「静岡県地

域医療支援センター」事業の一環で、県内外の医学生や若手医師に向けた情

報発信として、臨床研修病院ガイドブック等を作成 

③静岡県医師臨床研修（初期、後期）病院合同説明会 

・全国の医学生及び臨床研修医に対して県内病院の臨床研修（初期）及び専門

研修（後期）の内容を紹介する病院合同説明会を静岡県と共催で開催 

 

（２）病院管理研修会、経営管理研修会などの開催による病院経営、医療の質の向上の

推進 

①病院管理研修会             【経営管理・勤務環境改善部会】 

・病院長、看護部長、事務長等の管理者を対象として、医療環境の変化や会員病

院の経営状況を踏まえ、ファイナンシャルプランも考慮に入れた病院の財務体

質の強化、病院経営の改善・向上に向けた研修会等開催 

 ②経営管理研修会                    【地域病院部会】 



  ・中小病院の経営管理等に関する研修会を開催  

   ③診療報酬研修会                    【社会保険部会】 

      ・保険診療についての理解を深める研修会を開催 

 

（３）「地域医療構想」実現に向けた医療機能分化連携のための協議の促進 

医師の確保並びに地域偏在及び診療科偏在対策についての協議の促進 

【医療機能再編支援部会】 

  ①地域医療専門家会議 

      ・静岡県の医療の将来像を見据え、連携を基本とした体制の骨子を議論 

      ・医療機能の再編、集約化も含めた、医師の確保並びに地域偏在及び診療科偏在

対策など具体的な課題や今後の方向性について協議 

   ②ＡＣＰ推進協議会 

    ・県内病院におけるＡＣＰ対応の現状を踏まえた「人生の最終段階における意思

決定支援」のモデル指針等について検討    

   ③県医療対策協議会医師確保部会、県、浜松医科大学との連携 

     ・医師の確保並びに地域偏在及び診療科偏在対策、幅広い診療能力がありトリア

ージができる臨床医（病院総合診療医）の育成について、関係部会・会議等

で協議 

 

（４） 医療安全推進研修事業による医療安全のための環境づくり 

【医療安全・感染防止対策部会】 

①医療安全推進研修会 

      ・医療事故防止をはじめ、病院運営における安全管理についての研修会を開催 

   ②医療対話推進者養成講座 

・医療に関する患者や家族の不安・疑問に対応する医療対話推進者の養成講座を

開催 

 

（５） 感染防止対策事業の強化及び感染症発生時の医療提供体制確保のための 

協議の促進 

【医療安全・感染防止対策部会】 

①感染対策支援セミナー 

      ・医療機関の院内感染対策や福祉施設での感染対策の向上のため、医療関係者や

福祉・介護関係者を対象としたセミナーを開催 

②新感染症への対応強化のための協議・検討 

・今後の新感染症発生・拡大時の対応強化のため、静岡県感染症対策連携協議会

病院部会等において、各医療機関や静岡県感染症管理センターの役割・機能等

について協議・検討 

  

（６）災害医療地域連携事業による災害医療提供体制の充実    

【災害医療部会】 

① 災害医療地域連携体制検討委員会 



       ・災害拠点病院で構成する委員会で、災害医療地域連携体制について検証し、

課題について検討 

   ②災害医療研修会 

     ・県内病院を対象に災害医療に関する研修を開催 

   ③災害医療地域連携図上訓練 

    ・災害発生時の災害拠点病院の所在地における医療関係機関・行政機関等の連

携について課題抽出と対応検討のため、関係者の参加による図上訓練を実施 

 

（７）病院関連の調査・研究 

                    【各部会】 

①病院が抱える様々な課題等についての調査・研究 

 

２ 医療勤務環境改善のための支援 

 （１）医療勤務環境改善支援センター運営 

【経営管理・勤務環境改善部会】 

①アドバイザーによる助言 

      ・医業分野等アドバイザーや医療労務管理アドバイザーの医療機関への派遣及 

   び医療勤務環境改善支援センターでの医療労務管理アドバイザー（社会保険労

務士）による相談対応を実施 

   ②医療勤務環境改善研修会 

      ・働き方改革に係る制度や諸手続き、好事例等についての研修会を開催 

   特に、看護師や病院薬剤師等確保が困難になっている職種の確保・定着策やタ

スクシフト・タスクシェアによる各職種の専門性の発揮についての研修会を開

催 

③特定労務管理対象機関等を対象とした意見交換会 

 ・特定労務管理対象機関（Ｂ・Ｃ水準医療機関）等、医師労働時間短縮計画作成

医療機関を対象とした、計画の進捗状況評価や評価に基づく計画見直し支援の

ための意見交換会開催 

 ④静岡県薬学生向け病院合同就職説明会 

・静岡県内の病院の薬剤師採用活動支援のため、薬学生向け病院合同就職説明

会を静岡県及び静岡県病院薬剤師会と共催で開催 

   ⑤医療勤務環境改善情報の提供 

      ・専用ホームページでの勤務環境改善関係情報を提供 

   ⑥アドバイザー資質向上 

    ・医業分野等アドバイザーや医療労務管理アドバイザーに対して、センターの活

動における実績や状況についての情報提供、課題や今後の取組等について意

見交換を行うためのアドバイザー会議やアドバイザー間の情報共有を兼ねた

勉強会を開催 

 

３ 病院経営の改善・向上対策 

（１）病院経営の改善・向上のための調査・研修会・要望活動の実施 



①病院管理研修会 〈再掲〉 

・病院経営の改善・向上に向け、前記１（２）①に示した病院管理研修会を開催 

②病院経営実態調査 

・県内病院の経営実態についての調査を実施 

③病院経営に対する支援要望活動 

・病院経営の実情を伝えるとともに、本県の地域医療を維持するため、県や県議

会を通じて、国に対し、病院経営に対する支援についての要望活動を実施 

 

４ 県民の医療に関する知識の普及啓発及び県民の医療参加の推進事業、並びにこれらの

事業に関する行政機関からの受託事業 

〔定款第４条第２号及び３号に掲げる事業〕 

 

（１）県民への医療情報の提供等による医療知識の普及啓発、県民への健康増進の機会

の提供や医療参加の推進 

①協会ホームページの更新、運用             【広報啓発部会】 

      ・会員や県民に対して協会や会員病院の概要、医療に関する様々な情報を適切に

提供するホームページの運用 

②県民を対象にした「県民健康セミナー」の開催      【広報啓発部会】 

     ・県民の健康の保持及び増進を図るため、健康づくりや疾病対策等をテーマとし

た県民健康セミナーを開催 

③会報の発行                      【広報啓発部会】 

      ・協会の事業や医療に関する情報を広く会員等に知らせるため発行  

 

Ⅱ 医療情報提供事業（共益事業）   〔定款第４条第４号に掲げる事業〕 

１ 協会会員への国、県等からの医療情報の提供 

（１）通知・通達の提供 

①静岡県健康福祉部から通知される厚生労働省の通達、正会員・賛助会員に関す

る情報などを提供 

 

Ⅲ 組織の充実・強化を図るための事業（法人内部管理） 

１ 協会会員の様々なニーズに応え、また、行政のカウンターパートナーとして事業を

推進するための協会機能の明確化、組織基盤の強化及び協会の地位向上 

 

（１）総会、理事会その他の会議の開催 

・定例会議、部会及び支部活動の充実による、組織強化と情報共有の推進 

①通常会員総会の開催 

・年１回５月に開催 

②臨時会員総会の開催 

・必要がある場合に開催 年１回予定（３月） 



③理事会の開催 

・年３回以上 

④部会の開催 

・事業の企画・運営のために必要な場合に開催 

⑤支部総会･研修会の開催 

・支部長が必要と認めたときに開催 

⑥役員推薦委員会の開催 

・役員の選任をするために必要な場合に開催 

 

（２）関係機関・団体との連携強化 

・事業を円滑かつ効果的に推進するため、（一社）静岡県医師会、（一社）静岡県

歯科医師会、（公社）静岡県看護協会、（公社）静岡県薬剤師会等の医療関係団

体、福祉関係団体及び国、静岡県、県内市町等行政機関との連携強化、公的委

員として政策形成・推進への参画 

 

 「定款（抜粋）」     第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、病院及び医療従事者の医療の質並びに医療安全・災害医療等の

資質の向上や県民の医療に関する知識の普及啓発を図り、もって県民の健康保持及

び増進に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 病院及び医療従事者の医療の質並びに医療安全、災害医療等の資質の向上に

関する研修会の開催及び調査研究事業 

(2) 県民の医療に関する知識の普及啓発及び県民の医療参加の推進事業 

(3) 前２号に掲げる事業に関する行政機関からの受託に関する事業 

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 


